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第1号報告  2023年度事業報告並びに収支決算 

1.事業報告 

2023年度事業概要は以下のとおりである。 

（1）CPD例会等の状況 

・会員の継続研鑽のため、年次大会も含め、CPD例会を6回実施した(講演会5回、見学会1回)。 

・講演会は、いずれも対面とオンラインのハイブット形式で開催した。引き続き精度を高めていく。 

・参加者アンケート、会員からの要望をもとに、魅力あるCPD例会を開催していく。 

 

（2）防災委員活動：研究会の充実 

・静岡県・静岡市および牧之原市との災害時の支援協定にもとづく活動要請は2023年度は無かった。 

・2022年9月23日から24日にかけて発生した台風15号水害・土砂災害について、静岡県災害対策士業

連絡会の被災者支援活動は断続的に継続しているが、現地調査等の要請は無かった。 

・2023年7月29日に開催された（公財）中部科学技術センター中部サイエンスネットワーク主催の

「防災・減災ワークショップ」に7名が参加した。 

 

（3）社会貢献活動 

・理科支援授業 

2023年度は、県内の小学校（4校）で6科目、県外小学校（4校）で4科目、静岡県地震防災セン

ターの子供向け防災活動「防災・減災ワークショップ2023 やばい！逃げる科学は役に立つ」と、

それぞれ多くの会員に実施・協力していただいた。 

・テクノロジーカフェ 

新型コロナ感染症対策のためやむなく中止していたが、一昨年 6 月より再開、2023 年度は 4 月

より2か月に一度のペースで開催した。詳細は、6.委員会報告を参照。 

 

（4）事業開発 

・静岡県経済産業部農地局農地整備課が所管する排水機場等の鑑定に対し電気関係技術士を派遣した 

・静岡県中小企業団体連合会ものづくり支援センターからの技術士紹介依頼に対応し、ものづくり補

助金の審査支援業務を受託した。 

・公益財団法人静岡県産業振興財団から企業継承案件の技術評価に技術士を派遣した。 

・一般社団法人静岡県環境資源協会 静岡県創エネ･蓄エネ 技術開発推進協議会のコーディネーター

に技術士を派遣した。 
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2.日本技術士会静岡県支部会員の状況（2024年3月末現在 日本技術士会資料） 

名誉会員   3名   磯部俊夫氏（金属） 

                            北本 達治（化学、総合技術監理） 

小針輝夫氏（電気電子） 

 

正会員   266名（全国 16,214名）※名誉会員を含む 

準会員    78名（全国  3,042名） 

計   344名（全国 19,256名） 

※2023年度に比較し会員の増減は正会員 3名減、準会員 6名増 計 3名増 

協賛会員    18社（年会費1口会員 14社、同2口会員 4社） 

 

会員数は2024年3月末現在、（  ）書きは全国 

部門 正会員（名) 準会員（名） 

1 機械 49（1,779） 22（565） 

2 船舶・海洋 1（21） 0（9） 

3 航空・宇宙 0（78） 0（43） 

4 電気電子 23(1,835) 14（448） 

5 化学 11（437） 11（208） 

6 繊維 0（92） 0（11） 

7 金属 11（367） 1（68） 

8 資源工学 0（49） 0（12） 

9 建設 97(6,985) 17（1,047） 

10 上下水道 18(1,102) 4（257） 

11 衛生工学 4（545） 0（134） 

12 農業 7（861） 4（159） 

13 森林 7（330） 1（54） 

14 水産 1（202） 2（43） 

15 経営工学 16（532） 0（160） 

16 情報工学 7（762） 6（403） 

17 応用理学 16（857） 3（149） 

18 生物工学 9（204） 5（138） 

19 環境 12（531） 3（450） 

20 原子力・放射線 1（217） 0（36） 

21 総合技術監理 48（4,425） 1（56） 

合 計 338（22,211） 94（4,450） 

※複数の資格を保有している方がいるため延べ人数 

 

3.2023年度年次大会報告 

日 時：2023年6月3日（土） 

場 所：静岡県男女共同参画センター「あざれあ」及びオンラインを併用し開催 

出席者数：39名（正会員34名、協賛会員5名） 

報告事項：第1号報告～第3号報告、その他報告について報告 

特別講演： 

演 題 「社会インフラ構造物の健康診断-検査の方法と役割」 

講 師 静岡理工科大学理工学部土木工学科教授 西田 孝弘 氏 
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4.支部例会等の報告 

 

開催日 講演テーマ 講師名（敬称略） 参加者 

2023.6.3 

(年次大会) 

社会インフラ構造物の健康

診断-検査の方法と役割 

静岡理工科大学理工学部土木工

学科教授 
西田 孝弘 

39名 

(内一般0

名） 

2023.8.19 

大学の紹介と環境に優しい

農業害虫防除法 

静岡県立農林環境専門職大学 生

産環境経営学部 教授・学部長 

多々良 明

夫 42名 

(内一般1

名) 農薬の登録制度と生物農薬

の開発 

JA静岡経済連／技術コンサルタ

ント 
市川 健 

2023.10.21 

静岡の砂防史120年 
静岡県交通基盤部河川砂防局参

事兼砂防課長 
杉本 敏彦 

45名 

(内一般1

名) 地震による液状化と複合災

害 

静岡理工科大学 

防災教育センター長・理工学部

土木工学科教授 

中澤 博志 

2023.11.22 静岡県清水港管理局 清水港管理局企画整備課 杉本 崇 

15名 

(内一般0

名) 

2023.12.9 
生成AI(Chat 

GPT)を学び活用しよう! 
沼津高専 電子制御工学科教授 

鄭 萬溶 

(ジョン 

マンヨン) 

49名(内

一般0名) 

2024.2.24 

次世代の技術者育成のため

に技術開発のリスクを考え

る -自動車の開発- 

元トヨタ自動車株式会社 日本技

術士会中部本部倫理委員会委員

長 

藤井 淳司 

35名 

(内一般2

名) 

技術者の卵へ向けた工学倫

理教育 -

実体験を用いた授業の試み

- 

沼津工業高等専門学校 

機械工学科 准教授 
山中 仁 

※参加者数は講師を除く。 

 

5.地区ブロック活動 

◆東部地区例会 

日 時：2024年 2月10日(土) 

例会テーマ：富士宮市のまちづくりと世界文化遺産 富士山を学ぶ 

場 所：①静岡県富士山世界遺産センター https://mtfuji-whc.jp/ 

    ②富士山本宮浅間大社  http://fuji-hongu.or.jp/sengen/ 

    ③富士高砂酒造   https://fuji-takasago.com/ 

体 験：富士高砂酒造の酒蔵見学ツア―に参加 

参加者：11名 

 

◆中部地区例会 

日 時：2024年 1月27日(土) (13:30～16:30) 

例会テーマ：徳川のまちづくりを学ぶ 

場 所：どうする家康 静岡 大河ドラマ館、静岡市歴史博物館 

参加者：4名（一般0名） 
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◆西部地区例会 

日 時：2024年 3月16日(土) 

場 所：掛川城 

見 学：掛川城見学、自由討議 

参加者：7名 

 

6.委員会報告 

（1）CPD委員会 

・年次大会を含め6回の例会を開催した。講演会の講師は9名（内会員は0名）参加者は延べ285名

（内一般4名）で、昨年より40名増加した。 

・講演テーマは、参加者からのアンケートやCPD委員会の議論を経て、社会インフラ、農業、防災、

生成AI、技術者倫理をテーマに実施した。 

・講演会、見学会に続いて親睦会を実施して、参加者の親睦を図った。 

・会の企画、準備のため、委員による打合せを3回(対面2回、オンライン１回)実施した。 

 

（2）防災委員会 

2023年度は防災研究会と連携して、以下の事項をおこなった。 

a. （公財）中部科学技術センター中部サイエンスネットワーク主催の「防災・減災ワークショッ

プ」に7名が参加。 

開催日：7月29日 開催場所：静岡県地震防災センター 

b. 2023年11月17・18日の技術士全国大会で静岡県支部の防災活動の概要をパネル発表した。 

c. 静岡県災害対策士業連絡会の要請により、2024年3月15日にWEBで実施された徳島県災害対策士

業連絡会の勉強会に日高会員が参加し静岡県支部の活動報告をした。 

 

（3）社会貢献委員会 

a. テクノロジーカフェ 

テクノロジーカフェは、新型コロナ感染症対策のためやむなく中止していたが、2021 年 6 月か

らオンライン Zoom を活用し継続中である。主催は従来通り、NPO 法人静岡団塊創業塾（原田理

事長）が行なっており、静岡市内にあるシニアライフ支援センター「くれば」の活動プログラムに

組み込まれている。 

具体的な内容は、静岡県支部の専門委員会で講師、題目などを決定した。昨年度はテクノロジー

カフェを6回開催、参加者数は総勢67人（昨年度より1人減）、一般の参加者数は昨年度と同数の

32人であった。また、テクノロジーカフェへの参加者については多いときは16人、少ないときで

6人、平均11.2人（一般5.3人）の実績となった。 

専門員会議で来期の講師選定を行うが、今まで通り会員の専門分野に特化した題目で行う場合と

は別に、社会貢献事業として行われる理科授業のテーマを取り上げ、シニア向けにストーリーを考

える手法も新たに取り入れることにした。 

昨年度、4回目のテクノロジーカフェで通算70回目を迎えたのを機に、記念品として名入りのボ

ールペンを作った。主に、主催者である静岡団塊創業塾に、記念品として50本製作のうち30本を

贈呈した。出費は16500円（330円/本、税込み）となった。 

今後の運営に関して、講演場所「くれば」に講師の方が来場し講演する場合を考慮し、交通費の 

支給を行うこととする。講師役への手当金は現行5千円として支給されているが、交通費の負担が 

大きいケースもあり別途の支給とする提案を行い、役員会にて同意を得た。 

 

2023年度テクノロジーカフェ実績 

日付 講師名 題目（内容） 参加者数 

2023.4.20 池谷忠文会員 「牧之原用水のお話をしま 13人（一般6
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（農業土木） す」 人） 

2023.6.15 山崎宣良会員（上下水道） 
「下水道のしくみと災害時

の対応」 

6人（一般2

人） 

2023.8.17 
石垣治久会員（環境部門） 

 

「再生可能エネルギーの課

題」 

16人（一般7

人） 

2023.10.19 
富田因則会員（生物工学、

総合技術監理部門） 

「気候危機に強いスーパー

コシヒカリの開発」 

10人（一般4

人） 

2023.12.14 馬渕大幾会員（建設部門） 
「安全とノンテクニカルス

キル」 

8人（一般4

人） 

2024.2.15 
安田英人会員（情報工学部

門） 

「プログラミング的思考を

育む小学生向け塾や授業に

挑戦」 

14人（一般9

人） 

合 計   
67人（一般32

人） 

 

 

b. 理科支援委員会 

2023年度も会員講師により下記の理科特別授業を実施した。 

実施に当たっては社団法人 日本技術士会科学技術振興委員会、または公益財団法人 山﨑自 

然科学教育振興会より活動資金支援をいただいた。 

県内小学校： 

・9月  伊豆市立修善寺東小学校「二酸化炭素・ドライアイスを使った実験」 

・9月  三島市立中郷小学校「土地のつくりと変化（地下の地層を見る）」 

・9月  三島市立中郷小学校「太陽と地球と月の関係(月の満ち欠け、月食)」 

・10月 御前崎市立浜岡北小学校 「地層を構成する「れき・砂・泥」の標本づくり」 

・10月 裾野市立南小学校「地層を構成する「れき・砂・泥」の標本づくり」 

・10月 伊豆市立修善寺東小学校「水溶液の性質を利用して水をきれいにしよう」 

県外小学校： 

・9月 豊橋市立玉川小学校「地盤災害」 

・9月 愛西市立永和小学校「太陽と地球と月の関係(月の満ち欠け、月食)」 

・9月 東郷町立兵庫小学校「太陽と地球と月の関係(月の満ち欠け、月食)」 

・（R6）1月 幸田町立豊坂小学校「ふりこの実験」 

その他 

・7月 静岡県地震防災センター「防災・減災ワークショップ2023 やばい！逃げる科学は 

役に立つ」 会員6名の参加 

 

（4）事業開発委員会 

a.静岡県関係への対応について 

1）経済産業部の出先機関である農林事務所が発注する電気設備等の鑑定を支援するため、農地

局農地整備課からの電気関係技術士の派遣依頼を受け、会員4名(大嶽陽一会員、岡井政彦会

員、鈴木大介会員、鈴木敏弘会員)を推薦し対応した。 

2）交通基盤部建設支援局建設業課が所管する静岡県建設工事紛争審査会の委員については平野

忠幸会員が就任しているが該当案件はなかった。 

3)一般社団法人静岡県環境資源協会より静岡県創エネ･蓄エネ 技術開発推進協議会のコーディネ

ーターの派遣依頼を受け岡井政彦会員が対応した。 
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b.関係市町について 

1)牧之原市との包括協定（2015年11月30日包括協定締結）  

2023年度は要請が無かった。なお協定締結以来、2023年度末で累計15件の技術支援を行ってき

た。 

 

c.その他 

1)静岡県中小企業団体中央会ものづくり支援センターからの補助金申請書類の技術審査依頼につ

いてのべ33名の会員が審査を担当した。 

2)公益財団法人静岡県産業振興財団からの企業継承案件の技術評価に関する技術者の紹介依頼に

対しては、案件の守秘性が高いことから2022年度より静岡県支部内に事業開発委員会登録会

員制度を設け、案件ごとに事前に登録した会員から適切な技術者を選考して紹介している。

2023年度は静岡県産業振興財団からの依頼に応じて、技術評価1案件に会員1名(馬渕大幾会

員)を推薦し対応した。 

3)静岡県日中友好協議会 

2023年12月 浙江省衢州市龍游県にて開催される企業管理講座へ技術士派遣の要請があり､技術

士派遣の調整を行ったが､短納期であったため中国ビザ取得等に時間を要することから今回は技

術士派遣を断念した。 

 

（5）広報委員会 

a.会報の発行 

会報の発行を行っている。2023年度は 4回の発行となった。2023年 3月までの発行回数は静

岡県技術士協会から通算し第181号であり、日本技術士会中部本部静岡県支部となってからは第

32号である。 

b.会員メーリングリスト 

支部会員向けのメーリングリスト（以下、ML）の運営を行っている。ML配信を希望する会員は

事務局に申請することでMLの配信を受けることができる。 

c.支部ホームページ 

ホームページを3月末に全面リニューアルし、会員相互の情報共有を図るとともにSNSを通じ

た情報発信も行っている。 

d.支部活動の情報発信 

CPD 講演会をはじめ防災委員会、理科支援委員会、各種研究会など支部活動の動向についても

会報やホームページ、MLを通じて情報提供した。 

 

7.研究会報告 

（1）防災研究会（会長：吉田建彦） 

①7月30日、静岡県地震防災センターで行われた中部科学技術センター主催の「防災・減災ワーク

ショップ」に防災委員会委員、防災研究会会員他有志7名が参加し、地震防災センターの防災グ

ッズなどの説明を行った。児童親子64名が参加して、盛況であった。 

②技術士会全国大会は11月17日、18日おこなわれ、静岡県支部の防災活動について防災委員会とと

もに見学者への説明用パネルを作成した。 

③3月15日、徳島県支部では静岡県災害対策士業連絡会の参加組織(弁護士会等)が静岡県の被災者

支援活動を報告し、静岡県支部・日高会員が県支部の活動を報告した。 

 

（2）小学校の理科特別事業としてのプログラミング教育研究会 （会長：岡井政彦）(休止中) 

 

（3）オープンCAE研究会の産業研究会 （会長：小南秀彰）（休止中） 
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8.日本技術士会中部本部の委員会報告 

（1）副本部長報告：（中部本部）副本部長 加藤信之 

役員会準備のため総務委員会、事務局会議を年6回、役員会を6回開催した（会場とオンラインの

ハイブリッド開催）。 

主な活動内容は、理事会報告、地域本部長会議報告、統括本部委員会の決定事項報告である。具体

的には、2022年度決算、2023年度予算の承認、2023年度日程調整（中部本部委員会と4県支部行事

の調整）等を行った。また、2023 年度は技術士全国大会の準備打ち合わせやハイブリッド配信講習

会などにも参加した。 

 

（2）倫理委員会：委員 吉田建彦・馬渕大幾 （記載 吉田)  

① 倫理委員会では、技術者の倫理実践力向上のため「倫理実践力開発普及会」を中部本部登録

グループとして活動しており、静岡県支部から 4 名参加している。3 月 23 日のPrj．「自由

議論の場」では静岡県支部・石垣会員が「環境と生命倫理について技術士の取るべき立場」

の講演を行った。 

② 倫理委員会には女性技術士はおらず、世の中の流れから遅れている旨、吉田から問題提起し

た。倫理委員会比屋根氏が静岡県支部・松世会員に声掛けし、「ジェンダーを考える集い」を

2 月 27 日Zoom で行い女性 3 人、男性 4 人が参加した。その結果今後「中部ジェンダー＋

を考える集い」をサロン的に運営していくことになった。 

 

(3）企画委員会：委員 牧野好秀・松世麻理子 （記載 牧野)   

中部本部年次大会及び新合格者説明会を、新型コロナウイルス感染症に留意して、対面式で企画・

開催した。会議後には、技術士間の交流を計る歓談の場も設けられ、盛況であった。又、日本弁理

士会東海会との情報交換会や技術士全国大会に合わせたゴルフ大会を企画運営し、異業種間との交

流を計る場を設定した。企画委員会はオンライン4回を含め8回開催された。2024年度の新合格者説

明会は、会場を名古屋工業大学に戻して開催すべく準備中である。 

 

(4）研修委員会（CPD小委員会）：委員 加藤信之 

CPD委員として、中部本部主催のCPD講演会の企画・運営を担当した。（5月、9月、12月、3月）

コロナウイルス感染対策の一環でもあるが、講演会は会場での対面式と、オンライン同時配信のハ

イブリッド形式で行われた。ハイブリッド形式のため、会場の音響セッティングのみならずオンラ

イン配信セッティングなども参画した。結果、会場音響はもちろんであるが、オンライン配信の品

質も確保した配信ができたとして参加者から高評価をいただいた。 

 

(5）修習技術者支援委員会：委員 森一明 

2023年2月17日に中部本部修習技術者研究業績発表会が開催された。参加者は論文提出7名、発表6

名だった。静岡県からは静岡理工科大学、野﨑研究室から１名が参加した。論文と発表の総合点

で、日本工営都市空間（株）の田畑望実さんの「キツツキ類の採餌木と営巣木の特徴を探る」が1位

論文発表最優秀賞を、中部大学の森悠斗さんの「砂質土を対象とした気泡添加セメント改良材の施

工性と強度に関する研究」が2位論文発表優秀賞を獲得した。3位以下は優良賞として表彰された。

また論文集pdfが発行された。 

 

(6）社会貢献委員会（防災支援小委員会）：委員 馬渕大幾・山之上誠（記載 馬渕) 

中部本部防災小委員会において、静岡県支部の活動を報告した。 

  



- 8 - 

 

 

(7）社会貢献委員会（理科支援小委員会）：委員 吉田建彦・岡井政彦 （記載 岡井) 

中部本部全体の理科特別授業は、名古屋市1件、愛知県21件、三重県1件、静岡県6件、合計29件

であった。このうち、愛知県内の4校は静岡県支部の会員が授業を担当した。 

その他に学校外のイベントとして、愛知県知立市の「ナスもルラボ講座」（7 人）、名古屋市の

「夏休み環境学習講座」（2人）、愛知県知立市の「知立南小桜まつり教育イベント」（5人）、静

岡県地震防災センター「防災ワークショップ」（7人）に参加した。 

 

(8）広報委員会：委員長 岡井政彦、委員 中山久仁厚（記述 岡井） 

2023年度は、11月に開催された「技術士全国大会（愛知・中部）記念誌」と大会終了後の「技

術士全国大会報告」を編集・発行した。中部本部広報誌「技術士“ちゅうぶ”」（半年報 2023.9

月（第12号）、2024.3月（第13号）を編集・発刊した。 

 

(9）よろず科学技術相談所： 会員 吉田建彦 

現在21名の会員で運営している。2023年度は「製造分野におけるDX推進」等のテーマを要請

機関に説明講義してきた。その他外部企業等からの数件の技術アドバイス要請に対応している。 
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第2号報告  2024年度事業計画並びに収支予算  

1.事業推進の方針 

(1）基本方針 

基本方針として、2023年度から継続して以下の3つをメインに進めたい。 

・ポストコロナ禍に向けた活動方法の変革（CPDイベント、その他） 

昨年度から継続しているが、CPDイベントなど従来では対面式講演会に限定されていたが、コロ

ナをきっかけに対面式とオンライン同時配信するハイブリッド形式の講演会がほぼ標準となってい

る。これは、対面式での懇親会などで人脈を拡大できるというメリットと、オンライン形式での日

本全国どこからでも参加できるという両方のメリットを生かせる方式であり、今後もグローバル標

準となっていくと思われる。ただし、ハイブリッド形式のイベントは現在限定された知見者のみが

主催できるため、ハイブリッド形式の普段使いをすべく関係者に技術を身に着けられるよう展開し

たい。 

・技術士の社会へのアピール 

現在、日本における「技術士」は海外に比べて知名度が低い。若いエンジニアや理系学生に対

しても同様で、将来エンジニアになる目標を持ってもらうことが厳しくなっている。これは、技術

立国である日本の致命傷となりうる可能性もある。若い学生含め、技術の面白さなどをアピール

し、「エンジニアになりたい」と希望を持ってもらえるよう技術士をアピールしていく。 

アピールに当たっては、インターネットを使った方法を充実させる。昨年度よりホームページ

を充実させ最新版に一新し、今までよりは一般の方々でも見たくなる内容に改善できたと感じてい

る。ただし、更なる改善を目指し、中部本部とも連携して進めていきたい。その他、SNSなどへの

展開も検討し、技術士が身近な存在だということを知ってもらう。 

・地域社会への貢献 

理科授業支援やテクノロジーカフェを通じて、技術を一般の方々に理解しやすくする活動は従

来通り継続していく。また、静岡県は地震や風水害などの災害が多い地域である。災害が発生した

時の技術援助はもちろんのこと、災害を最小限に抑えるべく防災教育などを通じて、地域社会に積

極的に貢献していく。 

 

(2）活動の概要 

・CPD活動 

講演会参加者アンケートの内容を踏まえ、会員の皆様のご意見を広く聞きながら、CPDの年間計

画を作成して実行していく。講演会は引き続き、ハイブリット形式で開催する。 

 

・防災活動 

1.静岡市との「災害協定」活動を継続する。 

2.発災時に被災者支援活動が円滑に行えるよう防災支援員の拡充をはかる。 

3.2022年9月に発生した台風15号の被災者支援活動を、静岡県災害対策士業連絡会と連携して継

続する。 

4.牧之原市との「公共土木施設のマネジメントに係わる技術的助言に関する包括協定」および静

岡県交通基盤部との「大規模災害時における相談業務に関する合意書」に基づき継続する。 

5.災害時の緊急連絡方法を検討する。 
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・事業開発活動 

県・市との各種提携事業の計画立案と事業の推進を、重点的に取り組んでいく。そのような

活動から静岡県の地域産業の活性化や防災等に貢献するとともに、災害対応には静岡県災害対

策士業連絡会に参加し他の士業と連携して支援するなど、県内の「技術士」の価値向上に寄与

することを目指す。 

静岡県経済産業部農地局及び交通基盤部の電気通信設備及び電気設備の鑑定・検査の実施に関

わる会員の紹介、静岡県建設工事紛争審議会の委員推薦、静岡県建設技術監理センターなど関係

部署との情報収集を継続する。 

静岡県産業振興財団とは企業評価に関連して、また静岡県ものづくり支援センターとはものづ

くり補助金の審査に、引き続き要求に見合った適切な技術者を派遣できるよう派遣した技術者の

成果も踏まえて情報交換を図る。 

静岡県日中友好協議会を通じての中国浙江省の企業支援の依頼については、必要に応じ、当会

の海外活動支援委員会や中部本部へも情報発信するが、相手先のニーズなどを良く調査、理解し

たうえで対応する。 

 

・社会貢献活動 

技術士の知名度を広めるため一般市民へ技術の話題を分かりやすく紹介するテクノロジーカフ

ェの取り組みは継続する。会員の経験した技術を発表する機会であり、活発な活動になることを

期待する。テクノロジーカフェは2か月に一回とし、年6回開催する。詳細は、2.事業計画（7）

社旗貢献委員会を参照。 

小学校における理科特別授業は、今年も中部本部4県の活動の一環として行う予定である。4月

には中部本部の講座一覧を県教育委員会に提出し、当該講座の中から小学校が選択した授業を行

うことになる。一昨年度6年生に始まった理科のプログラミング教育にも対応できる講座・講師

も整えてある。 

 

・広報活動 

引き続き、1)会報の発行、2)会員メーリングリスト、3)支部ホームページ、4)支部活動の情報

発信を行う。これらのうち、4)情報発信については、発信頻度の向上および多チャンネル化を図

り、魅力あるコンテンツの提供に努める。 
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2.事業計画 

(1）年次大会 

日  時：2024年6月1日（土）14：00～16：30 

場  所：静岡県男女共同参画センター「あざれあ」及びオンラインを併用し開催 

報  告：2023年度事業・決算、2024年度事業計画・予算 

記念講演：大規模災害時の専門士業の社会的役割 

    ―能登半島地震と大規模水害を例にー 

講  師：中央法律事務所 弁護士 永野 海 氏 

 

(2）例会等の開催予定 

① 第1回例会（年次大会） 2024年 6月 1日(土)  

静岡県男女共同参画センター「あざれあ」及びオンライン併用開催 

② 県支部新合格者説明会  2024年 6月22日(土)    静岡県男女共同参画センター「あざれあ」 

③ 第2回例会     2024年 8月17日(土) 

④ 第3回例会     2024年10月12日(土) 

⑤ 見学会      2024年11月 or9月 

⑥ 第4回例会      2024年12月 7日(土) 

⑦ 第5回例会      2025年 2月22日(土) 

 

(3）技術士会会員拡大に向けて 

1.静岡県支部合格者説明会 

開催目的：技術士試験合格者を招き日本技術士会への入会への働きかけと支部活動の取り組みを

情報提供するため合格者説明会を開催する。 

開催日時：2024年6月22日（土）  15:00～17:00 

場  所：静岡県男女共同参画センター「あざれあ」 

出 席 者：合格者、静岡県支部会員 

 

2.JABEE課程修了者への技術士補資格取得支援 

【技術士試験・登録の仕組み】 

一般的には一次試験、二次試験を受けて、合格すれば技術士に登録できる。 

ただし「指定された教育課程」である大学でのJABEE課程を修了すれば、技術士補への登録が可

能となるが、その際、補助しようとする技術士（技術士補になろうとする者と同一分野でなけ

ればならない）が必要である。 

【静岡県立大学の状況】 

静岡県立大学では、2014年から上記JABEE課程を食品栄養科学部に設け、同課程に必要な技

術者倫理講義の為、県支部会員2名（北本達治会員、吉田建彦会員）が非常勤講師を務めてい

る。しかしJABEE課程を修了しても技術士補に登録しようする人がいなかったが、2019年度に

一名志望者が出たので、補助しようとする技術士の推薦を増田教授から依頼された。技術士に

は食品栄養科学と言う分野はないが、「農業」が該当するので、県支部・池谷会員が担当し

た。その結果、県立大JABEE課程修了者一名が、2020年技術士補に登録された。その後も毎年

申請者が出ており、2023年度も4名のJABEE課程修了者に登録手続きを説明した。2024年度も要

請に応じる予定である。 

 

3.女性技術士支援 

 女性技術士どうしの交流、女子学生向けの情報提供を行う。 
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(4）CPD活動の活性化 

委員会は、例会・見学会を開催し、出来るだ多くの技術士に自己研鑽・継続研鑚の場を提供する。 

ａ.2024年度の例会は次により行う。 

① 講演会は、ハイブリット形式で実施する。 

② 例会参加費は会員 1,000円、会員外 1,500円とする。（協賛会員は口数により参加費を免

除する） 

③ 講師謝礼については次のとおりとする。 

    内部講師 10,000円 （正会員） 

    外部講師 30,000円 （技術士を除く会員以外の専門家） 

    上記謝礼については概ね90分の講演の場合とし、それ以外の場合は適宜調整する。 

⑤ 参加申込の受付は、技術士会ホームページの行事新申込システム（会員）及び Pass 

Market （会員外）を活用する 

⑥ 例会参加者にはCPD行事参加票を発行する。（参加者名簿を作成する） 

⑦ 例会（講演会）の開催についてはホームページやメールを活用し、できるだけ多くの方々

に周知していく 

 

(5）研究会 

a.防災研究会（会長：吉田建彦） 

１．例年7月末に静岡県地震防災センターで行われる公益社団法人中部科学技術センター主催

の「防災・減災ワークショップ」に有志で参加しているが、本年は同センターから参加を

見合わせるよう申し出があり、従い参加予定はない。 

２．当県支部が静岡県災害対策士業連絡会の一員として地震・台風・豪雨等に対する被災者支

援活動に参加した場合の報告書を作成する。 

 

b.小学校の理科特別事業としてのプログラミング教育研究会 （会長：岡井政彦）（休止中） 

 

c.オープンCAE研究会の産業活用研究会 （会長：小南秀彰）（休止中 

 

(6）防災委員会 （委員長：馬渕大幾） 

静岡県災害対策士業連絡会との連携をさらに強化し、活動内容の深化を図る。また、各行政機関

との協定に基づく活動について、行政機関との交流を重ね内容を深化させる。さらに、自治会防災

活動、静岡県地震防災センターと協業した活動等へ参画する。併せて、防災支援員の拡充を継続す

る。 

 

(7）社会貢献委員会 

a.テクノロジーカフェ（委員長：山之上誠） 

昨年度同様に開催は2か月に1回とする。感染症対策を考慮して、暫くは、オンライン（Zoom

方式）とシニアライフ支援センター「くれば」でのハイブリット形式で開催する。 

今年度からは、講師自らシニアライフ支援センター「くれば」に出向き、対面での講演を積極的

に行う予定である。対面の良さを見直し、本来のテクノロジーカフェの在り方を実践できることに

期待したい。講演内容については、専門員会議にて事前に講師と打ち合わせ、わかりやすく興味の

あるストーリーになるよう見直し検討する。聞き手は、男女ともシニア層が多く分かりやすく説明

することがポイントとなる。テクノロジーカフェの存在価値を高めるためにもこの課題に引き続き

対応していきたい。 
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2024年度のテクノロジーカフェ計画 

日付 講師名 題目（内容） 参加者数 

2024.4.18 
深澤陽子会員

（建設、総合技

術監理部門） 

「まちづくりにおける住民参加と理科授

業の意義」 

 

2024..6.20 
大嶽陽一会員

（電気電子部

門） 

「電気火災とその防止策」  

以下、開催日時及び講師は検討中である。 

 

b.理科支援委員会 （委員長：岡井政彦） 

日本技術士会中部本部理科支援小委員会の一員として、小学校における理科特別授業その他教

育イベントに積極的に参画予定である。 

 

(8）事業開発委員会 （委員長：土井俊幸） 

・ 静岡県 

経済産業部農地局及び交通基盤部の電気通信設備及び電気設備の鑑定・検査の実施に関わ

る会員の紹介、同じく建設支援局への建設工事紛争審議会委員の派遣を継続する。 

・ 牧之原市他関係市町  

牧之原市との「公共土木施設に係る技術助言に関する包括協定」については、2015年11月

30日に協定締結以来、のべ15件の助言依頼、技術研修会を3回実施した。 

関係市町からの技術支援要請には、牧之原市を例にアプローチしやすい環境にある。事業

開発を進めるうえで県支部会員からの情報も活用していく。 

・ その他受託業務 

静岡県中小企業団体中央会内ものづくり支援センターと技術士会の関係は中小企業の事業

遂行への補助金申請における技術審査であり、中小企業の育成に寄与することから審査の受託

を継続する。 

静岡県産業振興財団の企業継承案件ほかの技術評価に関する技術員派遣依頼に対しても、

相手先との情報交換を継続する。 

・ 中国浙江省との交流 

今後も静岡県日中友好協議会とも情報を共有し、中国浙江省への技術支援を継続する。 

 

(9）広報委員会 （委員長：須永浩介） 

以下のアクションプランを委員会で企画し、実施する。 

a. ウェブサイト: インタラクティブで使いやすいウェブサイトを構築し、重要な情報を効果

的に提供する。 

b. SNS・メーリングリストの活用: ソーシャルメディアのプラットフォーム上での積極的な発

信と、会員からのフィードバックに迅速に対応する。 

c. 会報の充実: 興味のあるテーマやコーナーの希望を定期的にアンケート調査し、読者の声

を反映させる。 
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公益社団法人 日本技術士会 中部本部静岡県支部 2023年度決算，2024年度予算(案) 

（2024年4月1日から2025年3月31日まで） 

(単位：千円) 

科      目 2023 年度決算  
2024 年度予算

(案)  

Ⅰ 事業活動収支の部   

 １ 事業活動収入   

  (1) 事業収入(参加費，業務斡旋料など) 366 366 

   (2) 雑収入(協賛会員年会費など) 220 220 

   (3) 地域組織活動費収入(活動補助費) 680 680 

   (4) 地域組織活動補助費収入(講演会，見学会補助費) 282 340 

    事業活動収入計  (A) 1,548 1,606 

 ２ 事業活動支出   

  (1) 事業費   

      ①事業広報費(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ運用費，会誌郵送費など) 110 170 

      ②普及啓発費(関係団体会費など) 30 40 

      ③研 鑚 費(講演会，見学会開催費など) 495 500 

      ④海外交流費(国際交流費(中国)) 0 0 

      ⑤業務推進費(各種会合費，旅費交通費，通信運搬費など) 404 896 

    事業活動支出計   (B) 1,039 1,606 

    当期収支差額(事業活動収支差額) (A) - (B) 509 0 

*１ １-(2)：1 口会員12 社、2 口会員4 社からの協賛会員年会費を見込む。 

*２ 2-(1)-④：海外交流費(国際交流費）を、⑤業務推進費の雑費その他に変更した。（統括本部の指示の

ため） 
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第３号報告  県支部役員体制・協賛会員(2023年度・2024年度)  

支部役員は、下記の体制とする。                           （敬称略） 

※中部本部の所属委員会の委員については中部本部との調整の中で今後変更の可能性あり 

※は各委員会の委員長  ○：地区責任者 

 

  

 役  職 氏  名 

中部本部 

（太字は中部

本部幹事） 

※は委員長  

副本部長 加藤信之 

中部本部幹事 牧野好秀・岡井政彦・馬渕大幾・松世麻理子 

総務委員会 加藤信之・岡井政彦・松世麻理子 

倫理委員会 馬渕大幾・吉田建彦・石垣治久（予定） 

企画委員会 牧野好秀・松世麻理子 

研修委員会（CPD小委員会） 加藤信之 

独立技術士交流委員会 - 

修習技術者支援委員会 森一明 

広報委員会 ※岡井政彦・中山久仁厚 

社会貢献委員会 (防災支援小委員会) 馬渕大幾・山之上誠 

社会貢献委員会 (理科支援小委員会) 岡井政彦・吉田建彦 

静岡県支部 

幹事 

支部長 加藤信之 

副支部長（広報） 須永浩介 

副支部長（防災） 馬渕大幾 

副支部長（事務局長） 松世麻理子 

会計幹事 小澤靖 

幹事(50音順) 

石垣治久・岩田良明・岡井政彦・土井俊幸 

牧野好秀・水野俊兵・森一明・山之上誠 

吉田建彦 

 支部特別顧問 長嶋滋孔、山下久吉 

参与 鈴木敏弘 

静岡県支部 

委員会委員  

CPD委員会 
石垣治久※・牧野好秀・岩田良明・水野俊兵・

加藤信之・東誠司 

土井俊幸 

中村央(2021年度) 

広報委員会（メーリングリスト管理を含む） 須永浩介※・岩田良明・加藤信之・松世麻理子 

防災委員会 馬渕大幾※・山之上誠・吉田建彦・日高久芳 

社会貢献委員会 
テクノロジーカフェ 山之上誠※・吉田建彦・岩田良明・岡井政彦 

理科支援委員会 岡井政彦※・吉田建彦 

事業開発委員会 土井俊幸※・小澤 靖 

静岡県支部地

区担当 

東部担当 土井俊幸○・加藤信之・石垣治久 

中部担当 松世麻理子○・小澤靖 

西部担当 馬渕大幾○・須永浩介・森一明 
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外部団体との窓口 

関係団体名称 窓口担当者 

中小企業診断士協会 事務局 

静岡市 事務局 

牧之原市 山之上誠 

静岡県 事務局 

山崎自然科学教育振興会 岡井政彦 

浜松RAIN房 岡井政彦 

静岡団塊創業塾 山之上誠 

静岡商工会議所（技術評価) 事務局 

静岡県災害対策士業連絡会 事務局 

 

協賛会員（企業）一覧                2024年4月現在 18社    （敬称略） 

会社名 役 職 代表者氏名 住 所 

（株）共和コンサルタント 代表取締役社長 杉本 洋 浜松市 

（株）建設コンサルタントセンター 代表取締役社長 小田 秀昭 静岡市 

太洋電機（株） 代表取締役社長 田中 茂 静岡市 

（株）日本地理コンサルタント 代表取締役社長 山田 巧 静岡市 

（株）東日 代表取締役社長 芹澤 秀樹 沼津市 

（株）中部綜合コンサルタント 代表取締役社長 豊田 哲也 浜松市 

吉田測量設計（株） 代表取締役社長 石野 直之 浜松市 

昭和設計（株） 代表取締役社長 荒山 晃 静岡市 

（株）蓮池設計※ 代表取締役社長 蓮池 康彦 浜松市 

不二総合コンサルタント（株）※ 代表取締役社長 牧田 敏明 浜松市 

（株）フジヤマ※ 代表取締役社長 藤山 義修 浜松市 

大鐘測量設計（株） 代表取締役社長 塚本 好明 島田市 

服部エンジニア（株）※ 代表取締役社長 服部 剛明 静岡市 

静岡コンサルタント(株) 代表取締役社長 二村 繁靖 三島市 

富士設計（株） 代表取締役社長 小野寺 敦嗣 富士宮市 

小林電気工業株式会社 代表取締役社長 小林 克也 沼津市 

株式会社アースシフト 代表取締役社長 近藤 隆智 静岡市 

（株）ウインディーネットワーク 代表取締役 杉本 憲一 下田市 

 ※は2口加入の会員 
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部外との協定及び加入団体の概要 

①静岡県支部が結んでいる協定 

 支部では、静岡県、静岡市等の外部の５団体と下記の協定を結んでいる。以下に協定の概要を記述す

る。 

 

１.「中小企業等への支援に関する覚書」 中小企業診断士協会 2009年5月7日（参考－１） 

静岡県技術士協会（現（公社）日本技術士会中部本部静岡県支部）と（社）中小企業診断協会静岡

県支部（現（一社）静岡県中小企業診断士協会）が、関係する中小企業等に対する支援を協力して行

うための基本覚書 

 

２.「災害時における市民への復興まちづくりの助言に関する協定書」    静岡市（参考－２） 

静岡市と2010年6月29日協定を締結、2016年3月21日 静岡県技術士協会から（公社）日本技術士中

部本部静岡県支部へ組織名称変更に合わせ再締結  

静岡市内の大規模災害発生時（地震災害を想定）における市民への復興まちづくりに対し助言を行う

ことを内容とした協定 

 

３．「技術評価に関する協定書」  静岡商工会議所        （2012年9月3日）（参考－３） 

静岡商工会議所が行う中小企業等に対する事業引継ぎ支援に係る事業における企業提携の可能性の

検討のために、技術士会が中小企業等の技術評価を行う専門家技術士の推薦を依頼することに関する

協定 

 

４．「公共土木施設に係る技術助言に関する包括協定」  牧之原市 （2015年11月30日）（参考－４） 

牧之原市が管理している公共土木施設が自然災害等で被災し大規模改修が必要となったとき、若し

くは各事業実施時における様々な課題やニーズに対し、機動的かつ的確に対応するために、豊富な経

験と高度な知識を有する技術士が、専門的な立場からの助言や広い知見からの情報・ノウハウを提供

することを目的とする。 

 

５.「災害時における相談業務に関する合意書」          （2018年12月25日）（参考－５） 

会員として参加している静岡県災害対策士業連絡会と静岡県と災害時の支援についての合意書を締結 

 

６.｢大規模災害時における被災箇所の復旧に係る助言に関する協定書｣（2019年3月18日）（参考－６） 

  静岡県内で大規模な災害が発生した場合、県及び政令市を除く市町の被災箇所の復旧に対する助言

を目的に静岡県交通基盤部長と静岡県支部長が協定締結 

 

７.｢技術評価に関する協定書｣（2021年6月14日）（参考－７） 

  静岡県産業振興財団より、静岡県事業引継ぎ支援センターで行われている協定内容について、今後

は財団と県支部とで協定を結び技術評価を行いたいとの要望があり締結 
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②加入している団体 

１．静岡県災害対策士業連絡会 

  2016/8/1入会。県内での大規模災害発生時における支援に向けて、県内の下記士業団体とゆるやかな

連携を組み準備している。静岡県災害対策士業連絡会の構成団体は下記のとおりである。 

静岡県弁護士会、日本公認会計士協会東海会静岡県会、 (公社)静岡県建築士会、静岡県土地家屋調

査士会、静岡県社会保険労務士会、(公社)日本技術士会中部本部静岡県支部、(公社)日本建築家協会

東海支部静岡地域会、一般社団法人静岡県建築士事務所協会 、静岡県行政書士会、 (公社)静岡県不

動産鑑定士協会、静岡県司法書士会、東海税理士会静岡県支部連合会 

 年会費  50,000円 

（当面の間年会費の徴収を行わない：2020年度静岡県災害対策士業連絡会理事会決定） 

 

２．静岡県環境保全協会 

2015/4/1入会。快適な生活環境の確保に寄与することを目的として、環境汚染防止に係る研究並びに

知識の交流・技術普及向上活動に対して、賛助会員として参画している。 

 賛助会員年会費  30,000円 

 

３．（特定非営利活動法人）静岡団塊創業塾 

2015年1月入会。静岡団塊創業塾の法人会員として中高年世代への、「繋がり」「学び」活動の一端を

応援。静岡団塊創業塾が運営する静岡市内のシニアライフセンター「くれば」を会場とするが、新型

コロナ感染症の影響で一時中断した。2021年6月よりオンラインにて再開、2か月に1回のペースでテク

ノロジーカフェ（技術士が市民に向けて情報発信）を実施している。 

法人会員年会費  5,000円 
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県支部内規の改訂について 

 

１）「静岡県支部幹事への慶弔扱い（内規）」を追加する。 

 

２）日本技術士会中部本部静岡県支部研究会規約を改訂する。 

（現状） 

第4条 

(3) 研究会としての発起目的が達成できた時、または、所属会員が 2 名以下となった場合、その研究会

は役員会への報告をもって廃止する。  

 

（改訂） 

第4条 

(3) 研究会としての発起目的が達成できた時、研究会から廃止要請があった場合、または、所属会員が 

2 名以下となった場合、その研究会は役員会への報告をもって廃止する。  

 

３）規約の番号を変更する。 

（現状） 

 1_静岡県支部外部依頼対応要領.docx 

 11静岡県外部対応_様式１_技術士業務紹介依頼書.docx 

 12静岡県外部対応_様式2_誓約書.docx 

 13静岡県外部対応_様式3_完了報告.docx 

 20_静岡県支部の運営における個別事項に関する手引き.doc 

 21_「静岡市との災害時における市民への復興まちづくりの助言に関する協定書」へ 

の対応内規.doc 

  日本技術士会中部本部静岡県支部研究会規約 

 

（改訂） 

  上5つは（公社）日本技術士会の運営規約体系に基づく規約で、それ以降は内規のため 

  以下のように変更する。 

  1_静岡県支部外部依頼対応要領.docx 

 11静岡県外部対応_様式１_技術士業務紹介依頼書.docx 

 12静岡県外部対応_様式2_誓約書.docx 

 13静岡県外部対応_様式3_完了報告.docx 

 20_静岡県支部の運営における個別事項に関する手引き.doc 

 30_「静岡市との災害時における市民への復興まちづくりの助言に関する協定書」へ 

の対応内規.doc 

  31_日本技術士会中部本部静岡県支部研究会規約 

  32_静岡県支部幹事への慶弔扱い(内規） 
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参考－１） 
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（参考－２） 
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（参考－３） 
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（参考－４） 
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（参考－５） 
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（参考－６） 
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（参考－７） 
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資料１ 日本技術士会静岡県支部災害時支援活動計画(抜粋) 

詳細は日本技術士会静岡県支部HP（Http://ipej-shizu.sakura.ne.jp/） に掲載 

 

 

http://ipej-shizu.sakura.ne.jp/
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資料２ 台風15号被災者支援活動報告書(縮刷版) 
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- 46 - 
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資料 3 

詳細は日本技術士会静岡県支部HP（Http://ipej-shizu.sakura.ne.jp/） に掲載しています 

 

 

 

発災時における現地支援活動マニュアル(抜粋) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 5月１日策定 

公益社団法人日本技術士会中部本部 

静岡県支部防災委員会 

 

 

 

 

http://ipej-shizu.sakura.ne.jp/
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資料 ４ 

日本技術士会中部本部静岡県支部外部依頼対応要領 

平成30年2月10日技術士会中部本部役員会承認 (令和３年４月２４日改定) 

（目的） 

第１条本要領は、中部本部静岡県支部に外部からの技術士業務についての対応者の紹介依頼（以

下「外部依頼」という）があった場合、「地域組織の設置運営についての詳細事項に関する規則」第7条

（依頼業務）及び第8条（管理費）の適用についての詳細事項を定める。（IPEJ17-3-2013技術士業務に

ついての外部からの依頼に関する規則参照） 

（法令の遵守） 

第２条外部依頼の内容については、受託業務であることを前提とし、職員や嘱託としての雇用が前提

となった依頼については、法令を遵守し本会は対応しない。 

（外部依頼の進め方） 

第３条外部依頼があったときは、静岡県支部（以下「事務局」という）はこれを静岡県支部事業開発委

員会（以下「委員会」という）に報告するものとする。なお、外部依頼は、様式１（技術士業務紹介依頼書）

によるものとする。 

２ 委員会は、前項の報告を受けた場合、依頼内容に適合する正会員を速やかに選定し、受託の意思

を確認の上、依頼者に紹介する。なお、選定が急を要する場合は委員会を開催せずに、｢地域組織

の運営についての詳細事項に関する規則｣第25条に定める事務局と当該委員長との協議により処理

することができる。 

（会員の義務） 

第４条外部依頼に基づき業務を受託した正会員（以下「受託会員」という）は、以下の事項を遵守しな

ければならない。 

(1)自己の責任範囲を超える恐れのある契約を結んではならない。 

(2)万一、依頼者との間で紛争が生じた場合には、誠意を持ってその解決にあたり、本会に責を及ぼ

してはならない。 

(3)契約の内容により、必要な場合は担保責任を保証する保険に加入するものとする。 

２ 技術士業務の受託に当って、受託会員は、当該委員長に対して、様式２（誓約書）によって誓約書を

提出しなければならない。なお、受託業務内容などによって別途、制約事項を追加する場合がある。 

（紛争への対応） 

第５条外部依頼に基づく業務について受託会員とクライアントとの間に紛争が生じた場合には、委員

会は統括本部事務局と協議の上、この紛争に対して適切に対応しなければならない。 

（管理費） 

第６条受託会員は、別に定める管理費を静岡県支部に納付しなければならない。 

 

(参考)｢中部本部の運営における個別事項に関する手引き」第4章依頼業務第15条(管理費） 

中部本部からの紹介に基づき業務を実施した会員は、業務完了時にその収入額の10％相当額を中

部本部静岡県支部に納付しなければならない。 

2 ただし、当該業務に対する1年間の収入額が20万円以上の場合は、2万円の納付額を上限とする。 

3 紹介した業務が複数年継続する場合は、1年目の収入額に2年目以降の見込み額を加えた額で管理

費を計算し、1年目の完了時に2万円を上限に一括納付するものとする。 

（業務状況報告等） 

第７条業務受託が決定した場合は、受託会員は様式3（技術士業務協議、受託、中間、完了報告書）に

よって委員会に報告しなければならない。 

２ 受託会員は、業務が完了した場合は、報酬金額の多寡に拘わらず、報酬金額受領より１ヶ月以内に

様式３によって委員会に報告しなければならない。 

３ 受託会員は、その契約の期間が１年以上のときは、４ヶ月毎に、その契約による業務の実施状況

を、様式3によって委員会に報告しなければならない。 
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（本要領の違反に対する対応） 

第８条受託会員が、第４、6、7条のいずれかの規程に反したことが明らかとなった場合、委員会は統

括本部事務局と協議の上、その処置を決定する。 

（本要領に定めのない事項） 

第９条本要領に定めのない事項については、統括本部「技術士業務についての外部からの依頼に関

する手引き」IPEJ13-6-2010Aを準用するものとする。 

（本要領の改廃） 

第10条本要領を改廃する場合は、静岡県支部が中部本部役員会に付議し、「地域組織の設置運営に

関する規則」第16条（個別規則の制定）に従い、中部本部役員会の確認を得て、当支部役員会において

定めることができる。 

附則（平成30年1月13日） 
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(様式１) 

技術士業務紹介依頼書  

 

年  月  日提出 

公益社団法人 日本技術士会 中部本部  

静岡県支部長            殿  

 

（E-mail ：ipej-shizu@ipej-shizu.sakura.ne.jp または TEL：080-9495-8566）  

申込者(企業等名) 

下記の業務を依頼したいので、技術士をご紹介くださるよう申し込みます。 

 

所属機関・部

署 
 担当者氏名   

Tel.  Fax   Email  

所在地 〒 

件名  

 

依頼内容 ※１   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員や嘱託としての雇用や、雇用が前提となった場合には、法令により本会は対応

できませんのでご注意下さい。  

以下は、公益社団法人 日本技術士会中部本部静岡県支部で記入します。  

受託決定日   

受託者   

受付・対応  

具体的対応  

※１ 依頼先、要請技術（出来るだけ詳しく、何をすればよいのかわかる程度）、期間、報酬、旅費交通費、通訳、カウ

ンターパートの有無、要請の背景など、及び事前の打合せなどできるだけ詳細に記入してください。この用紙に入

らない場合は、別紙で記入しても結構です。合わせて、企業などの概要がわかる資料を添付してください。 
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（様式2） 

年  月  日 

公益社団法人日本技術士会 

中部本部静岡県支部事業開発委員長 殿 

 

住所                       電話番号                 

 

氏 名                  印 

受託業務名：                       

依頼者名：                       

  

 

誓 約 書 

私は標記の業務の遂行に当たって、「中部本部静岡県支部への技術士業務の外部依頼運営

要領」を遵守の上、下記の事項を誓約します。 

記 

１．依頼者と契約を交わし、公益社団法人日本技術士会および技術士の名誉をかけて業務を遂

行します。 

 

２．技術士法第4章の技術士等の義務に則った行動をします。 

 

３．技術士倫理要綱に則った行動をします。 

以上 
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(様式3) 
 技術士業務協議、受託、中間、完了報告書       

  年  月  日提出 
氏名                     電話         E-mail                                
受託業務名：                  整理番号               
受託協議は  1.成立 (成立の場合は下表に必要事項記入してください。) 

2. 不 成 立 ( 理
由：                                          ) 

 
※管理費納入先 ゆうちょ銀行  公益社団法人日本技術士会中部本部静岡県支部 

店名 二三八 （読み 二サンハチ） 
店番 238、 預金種目 普通預金、 口座番号 0047541 

なお、様式３は、①協議結果の報告と②受託業務中間･完了の報告に使用します。 
※1「費やした時間」とは、概ねその業務に費やした時間のことです。 

※2 受託した業務内容、報酬の支払い条件及び契約書の有無をできるだけ詳しく記入してください。但し、企業秘密などに関するこ

とは 

支障のない範囲で結構です。 

(令和３年４月２４日改訂版) 

  

項  目 内   容 

業務依頼者等名（業種）  

業務依頼者住所  

業務依頼者先部署,担当者,電話,  

業務依頼者E-mail、URL  

受託期間   年  月  日から  年  月  日    費やした時間  時間 ※1 

受託業務内容 

※2 

業務完了報告 

※3 

報酬金額  

管理費 
収入（報酬金額）から経費を除外した金額の10%相当の額から下記の技術士会口座への振込料金を差し引いた

金額とします。 

実行委員会欄 
委員会において業務内容、結果、手数料などの確認をします。 

事務局使用欄 
手数料計算、入金など確認した事項を入れます。 
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資料 5 

 

静岡県支部幹事への慶弔扱い(内規） 

２０23年５月１4日 

公益社団法人日本技術士会中部本部静岡県支部 

 

支部幹事の慶弔について以下の扱いとする。 

支部幹事本人の場合は統括本部に準ずる。家族の場合、弔電をおくる。 

 弔電 供花 弔慰金 

本人 〇 ※ ※ 

家族 〇 ― ― 

本人の場合、供花（1万円相当）または弔慰金 1万円を贈る。 

※供花が出せなかった場合は弔慰金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆参考）慶弔規則 （管理番号：IPEJ 12-9-2016）から抜粋 

第2章 弔 慰 

（弔電） 

第3条 正会員の逝去に際し葬儀の連絡があった場合は、会長名をもって弔電を 

発信する。 

（弔慰金） 

第4条 正会員の逝去に際し次の各号規定の弔慰金を支出することができる。 

(1) 理事、監事、地域本部長、支部長、部会長 20,000円 

(2) 前号の役職経験者 10,000円 

(3) 定款第5条に定める委員会の委員又は地域組織若しくは部会の役員 

（第1号に該当する者を除く) 10,000円 

2 前項の規定にかかわらず弔慰金相当額の供花に替えることができる。 
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日本技術士会中部本部静岡県支部研究会規約 

 

（名 称）  

第1条 本研究会の名称は、｢静岡県支部研究会（以下「研究会」という。）｣とする。  

 

（目 的）  

第2条 研究会は、日本技術士会中部本部静岡県支部会員が、あるテーマについて関心を 

持つ者同士が相互の協力を図り、研究の発表、情報交換等の場を提供する。会員の技術的 

深化発展に寄与することを目的とする｡  

 

（活 動）  

第3条 研究会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う｡  

(1) 研究報告会、講演会等の開催、出版、支部会報への投稿  

(2) 研究会の発起時の目的を達成するために必要な活動  

 

（発足・継続・廃止）  

第4条  

(1) 研究会の発足は、支部会員の発起により研究会立ち上げの議案が発生するが、静岡県 

支部会員 2 名以上の参加と理由や目的及び目標を明示することを条件として、静岡県支 

部役員会で決議する。  

(2) 継続については、無時限継続する。しかし、活動は行わないが「休止」扱いとして研究会 

存続を許容し、再活動できる。  

(3) 研究会としての発起目的が達成できた時、研究会から廃止要請があった場合、または、所属会員が 2 

名以下となった場合、その研究会は役員会への報告をもって廃止する。  

 

（会 員）  

第5条 各研究会会員は、静岡県支部会員とそれ以外で必要な人材 1 名とする｡  

 

（入 会）  

第 6 条 研究会の会員となろうとする者は、各研究会の定めた事務局に入会申込書を提出 

するものとする。  

 

（会 費）  

第7条 会費は、必要としない。  

 

（役 員）  

第8条 研究会に、次の役員を置く｡  

(1) 会長 1 名  

(2) 副会長 1 名  

(3) 監事 1 名  

 

（研究会役員の選任）  

第9条 会長、副会長及び監事は、研究会立ち上げ時の第１回会合において選任する。  

 

（研究会役員の職務権限）  

第 10 条 会長は、研究会を代表し、その会務を総括する。  

 副会長は、会長の指示に従い会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務 
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を代理する。  

 

（研究会役員の任期）  

第 11 条 役員の任期は、1 年とする。 継続する時は研究会員の承認を得る。  

 

（静岡県支部からの支援）  

第 12 条 静岡県支部は、各研究会に、以下の事項を支援する。  

(1)研究会開催の会場費  

(2)研究会開催の出席者の交通費  

(3)研究で使用する書籍費や出張交通費及び消耗品  

(4)静岡県支部内で必要な人材の斡旋  

 このうち会場費、交通費に関しては、静岡県支部会計委員にその都度請求する。  

但し、(3)、(4)については書面での「理由書」を役員会に提出し、決議する。  

 

（研究会の議事録）  

第 13 条 各研究会では、開催都度に議事録を作成し、研究会全員に配付する。  

 

（資産の構成）  

第 14 条 研究会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成するが、資産は静岡県支部 

にある｡  

(1) 活動に伴う収入  

(2) 購入物品  

(3) 成果物の著作権  

（事業報告及び決算）  

第 15 条 各研究会の活動等報告については、年次大会で報告しなければならない｡  

また、研究会の決算は必要に応じ、収支報告書と財産目録等として作成し役員会に提出す 

る。  

 

（会計年度）  

第 16 条 研究会の会計年度は、毎年 6 月 1 日より翌年 5 月 31 日までとする｡  

２ 研究会の予算は、年度初めに役員会へ提出する。その際の会議会場費、交通費以外の 

項目については、その使途目的を明確化すると共にその結果となる報告を年次大会で報告 

する。  

 

（規約の変更）  

第 17 条 研究会の規約の改廃は、静岡県支部年次大会において行うものとする。  

 

（その他）  

第 18 条 本規約に定めのない事項については、静岡県支部役員会事会の議を経て静岡県 

支部長がこれを定める。  

附 則  

 

（施行期日）  

第 19 条 この規約は、平成 30 年 10 月 3 日から施行する｡ 
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